
別記様式第１号 

個人情報ファイル簿 

 個人情報ファイルの名称 ひとり暮らし高齢者基礎調査

 実施機関の名称 邑楽町長

 個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

福祉介護課社会福祉係

 個人情報ファイルの利用目的 ひとり暮らし高齢者の実態を把握し、今後の高齢者

保健福祉対策等の基礎資料を得ることを目的とす

る。更に、災害時等における身の安全を確保するた

めに必要な場合には、調査で回答した個人情報を、

町関係課、警察、消防署、民生委員へ提供すること

への同意。

 記録項目 １氏名、２年齢、３生年月日、４性別、５住所、６

電話、７（親族）住所、８（親族）電話、９（親

族）氏名、10（親族）本人との続柄、11（親族以

外）住所、12、（親族以外）電話、13（親族以外）

氏名、14（親族以外）本人との関係、15質問回答

 記録範囲 ６月１日現在邑楽町の区域内に住所を有し、入院し

ていない７０歳以上のひとり暮らし。特別養護老人

ホームなどの施設に長期入所されている方は対象外

 記録情報の収集方法 住民基本台帳システム、対象者より回答

 要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

☐含む　R含まない

 記録情報の経常的提供先 ☐有（　　　　　　　　　　　　）　R無

 開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

(名　称)邑楽町役場福祉介護課

 (所在地)〒370-0692 

　　　　群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1

 訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等
－

 個人情報ファイルの種別 R法第60条第２項第１号 

電算処理ファイル)

☐法第60条第２項第２号 

(マニュアル処理ファイ

ル)  政令第21条第７項に該当

するファイル 

　R有　☐無

 行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨

－



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地

－

 行政機関等匿名加工情報の概要 －

 作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地

－

 作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間

－

 備　　　考 －



別記様式第１号 

個人情報ファイル簿 

 個人情報ファイルの名称 敬老祝金関係

 実施機関の名称 邑楽町長

 個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

福祉介護課社会福祉係

 個人情報ファイルの利用目的 邑楽町に居住する高齢者に対し、その長寿を祝福し

敬老の意を表すため、敬老祝金を贈与することを目

的とする。

 記録項目 １行政区、２班、３氏名、４カナ氏名、５性別、６

生年月日、７年齢、８住所

 記録範囲 その年の4月1日から翌年3月31日までに年齢満77

歳、満88歳及び満99歳の者であって、その年の9月1

日現在において、その年の4月1日から引き続き住民

基本台帳法の規定に基づき本町の住民基本台帳に記

録されている者

 記録情報の収集方法 住民基本台帳システム

 要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

☐含む　R含まない

 記録情報の経常的提供先 ☐有（　　　　　　　　　　　　）　R無

 開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

(名　称)邑楽町役場福祉介護課

 (所在地)〒370-0692 

　　　　群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1

 訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等
－

 個人情報ファイルの種別 R法第60条第２項第１号 

電算処理ファイル)

☐法第60条第２項第２号 

(マニュアル処理ファイ

ル)  政令第21条第７項に該当

するファイル 

　R有　☐無

 行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨

－

 行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地

－

 行政機関等匿名加工情報の概要 －



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地

－

 作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間

－

 備　　　考 －



別記様式第１号 

個人情報ファイル簿 

 個人情報ファイルの名称 救急医療キット

 実施機関の名称 邑楽町長

 個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

福祉介護課社会福祉係

 個人情報ファイルの利用目的 本町に住所を有する高齢者、障害者等に対し、かか

りつけ医療機関や持病等、救急時に必要な情報を保

管する救急医療情報キットを配布することにより、

救急時に迅速かつ適切な対応を図り、当該高齢者、

障害者等の安全と安心を確保することを目的とす

る。

 記録項目 １行政区、２班、３氏名、４カナ氏名、５性別、６

生年月日、７住所

 記録範囲 邑楽町救急医療情報キット配布申請書を提出した者

 記録情報の収集方法 邑楽町救急医療情報キット配布申請書の提出

 要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

☐含む　R含まない

 記録情報の経常的提供先 ☐有（　　　　　　　　　　　　）　R無

 開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

(名　称)邑楽町役場福祉介護課社会福祉係

 (所在地)〒370-0692 

　　　　群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1

 訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等
－

 個人情報ファイルの種別 R法第60条第２項第１号 

電算処理ファイル)

☐法第60条第２項第２号 

(マニュアル処理ファイ

ル)  政令第21条第７項に該当

するファイル 

　R有　☐無

 行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨

－

 行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地

－

 行政機関等匿名加工情報の概要 －

 作成された行政機関等匿名加工情 －



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地

 作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間

－

 備　　　考 －



別記様式第１号 

個人情報ファイル簿 

 個人情報ファイルの名称 米寿・金婚記念式典

 実施機関の名称 邑楽町長

 個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

福祉介護課社会福祉係

 個人情報ファイルの利用目的 多年にわたり社会に貢献してきた高齢者及び夫婦に

対して、長寿を祝福するとともに敬老の意を表する

ために行う邑楽町米寿・金婚記念式典事業を実施す

る為。

 記録項目 １行政区、２班、３氏名、４カナ氏名、５婚姻年月

日、６生年月日、７住所

 記録範囲 ８月１日現在において、住民基本台帳法の規定に基

づき本町の住民基本台帳に記録されている者で、　

４月２日から翌年４月１日までの間に満 88 歳に達

する者、もしくは、婚姻日から引き続き 50 年を経

過する夫婦

 記録情報の収集方法 住民基本台帳システム、金婚式申請書の提出

 要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

☐含む　R含まない

 記録情報の経常的提供先 ☐有（　　　　　　　　　　　　）　R無

 開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

(名　称)邑楽町役場福祉介護課

 (所在地)〒370-0692 

　　　　群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1

 訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等
－

 個人情報ファイルの種別 R法第60条第２項第１号 

電算処理ファイル)

☐法第60条第２項第２号 

(マニュアル処理ファイ

ル)  政令第21条第７項に該当

するファイル 

　R有　☐無

 行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨

－

 行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地

－



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 行政機関等匿名加工情報の概要 －

 作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地

－

 作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間

－

 備　　　考 －



別記様式第１号 

個人情報ファイル簿 

 個人情報ファイルの名称 令和3年度臨時特別給付金システム

 実施機関の名称 邑楽町長

 個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

福祉介護課社会福祉係

 個人情報ファイルの利用目的 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、

様々な困難に直面した方々が、速やかに生活及び暮

らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等

に対して、臨時的な措置として実施する令和３年度

邑楽町住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

を支給する為。

 記録項目 １行政区、２住所、３氏名、４カナ氏名、５続柄、

６生年月日、７口座

 記録範囲 令和３年 12 月 10 日基準日において、町の住民基本

台帳に記録されている者であり、世帯全員が、地方

税法の規定による令和３年度分の市町村民税の均等

割が課されていない者又は免除された者。同様に、

令和４年６月１日基準日において、町の住民基本台

帳に記録されている者であり、世帯全員が前基準日

の対象となっておらず、地方税法の規定による令和

４年度分の市町村民税の均等割が課されていない者

又は免除された者。更に、家計が急変し、同一の世

帯に属する者全員が市町村民税が非課税である世帯

と同様の事情にあると認められた世帯。

 記録情報の収集方法 住民基本台帳システム、個人住民税システム、住民

税非課税世帯等に対する臨時特別給付金（家計急変

世帯分）申請書（請求書）の提出

 要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

☐含む　R含まない

 記録情報の経常的提供先 ☐有（　　　　　　　　　　　　）　R無

 開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

(名　称)邑楽町役場福祉介護課

 (所在地)〒370-0692 

　　　　群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等
－

 個人情報ファイルの種別 R法第60条第２項第１号 

電算処理ファイル)

☐法第60条第２項第２号 

(マニュアル処理ファイ

ル)  政令第21条第７項に該当

するファイル 

　☐有　R無

 行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨

－

 行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地

－

 行政機関等匿名加工情報の概要 －

 作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地

－

 作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間

－

 備　　　考 －



別記様式第１号 

個人情報ファイル簿 

 個人情報ファイルの名称 価格高騰緊急支援給付金システム

 実施機関の名称 邑楽町長

 個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

福祉介護課社会福祉係

 個人情報ファイルの利用目的 物価・賃金・生活総合対策として、電力・ガス・食

料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計

への影響が大きい低所得世帯（住民税非課税世帯

等）に対して、臨時的な措置として実施する、令和

４年度の子育て世帯等臨時特別支援事業（住民税非

課税世帯等に対する臨時特別給付金（電力・ガス食

料品等価格高騰緊急支援給付金））を支給する為。

 記録項目 １行政区、２住所、３氏名、４カナ氏名、５続柄、

６生年月日、７口座

 記録範囲 令和４年９月 30 日基準日において、町の住民基本

台帳に記録されている者であり、世帯全員が、地方

税法の規定による令和４年度分の市町村民税の均等

割が課されていない者又は免除された者。更に、家

計が急変し、同一の世帯に属する者全員が市町村民

税が非課税である世帯と同様の事情にあると認めら

れた世帯。

 記録情報の収集方法 住民基本台帳システム、個人住民税システム、電

力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金（家計

急変世帯分）申請書（請求書）の提出

 要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

☐含む　R含まない

 記録情報の経常的提供先 ☐有（　　　　　　　　　　　　）　R無

 開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

(名　称)邑楽町役場福祉介護課

 (所在地)〒370-0692 

　　　　群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1

 訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等
－

 個人情報ファイルの種別 R法第60条第２項第１号 

電算処理ファイル)

☐法第60条第２項第２号 

(マニュアル処理ファイ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 政令第21条第７項に該当

するファイル 

　☐有　R無

ル)

 行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨

－

 行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地

－

 行政機関等匿名加工情報の概要 －

 作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地

－

 作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間

－

 備　　　考 －



別記様式第１号 

個人情報ファイル簿 

 個人情報ファイルの名称 価格高騰重点支援給付金システム

 実施機関の名称 邑楽町長

 個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

福祉介護課社会福祉係

 個人情報ファイルの利用目的 物価・賃金・生活総合対策として、電力・ガス・食

料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計

への影響が大きい住民税非課税世帯等に対し、臨時

的な措置として実施する、邑楽町電力・ガス・食料

品等価格高騰重点支援給付金を支給する為。

 記録項目 １行政区、２住所、３氏名、４カナ氏名、５続柄、

６生年月日、７口座

 記録範囲 令和５年６月１日基準日において、町の住民基本台

帳に記録されている者であり、世帯全員が、地方税

法の規定による令和５年度分の市町村民税の均等割

が課されていない者又は免除された者。更に、家計

が急変し、同一の世帯に属する者全員が市町村民税

が非課税である世帯と同様の事情にあると認められ

た世帯。

 記録情報の収集方法 住民基本台帳システム、個人住民税システム、電

力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金（家計

急変世帯分）申請書（請求書）の提出

 要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

☐含む　R含まない

 記録情報の経常的提供先 ☐有（　　　　　　　　　　　　）　R無

 開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

(名　称)邑楽町役場福祉介護課社会福祉係

 (所在地)〒370-0692 

　　　　群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1

 訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等
－

 個人情報ファイルの種別 R法第60条第２項第１号 

電算処理ファイル)

☐法第60条第２項第２号 

(マニュアル処理ファイ

ル)  政令第21条第７項に該当

するファイル 

　☐有　R無

 行政機関等匿名加工情報の提案の －



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 募集をする個人情報ファイルであ

る旨

 行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地

－

 行政機関等匿名加工情報の概要 －

 作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地

－

 作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間

－

 備　　　考 －



別記様式第１号 

個人情報ファイル簿 

 個人情報ファイルの名称 価格高騰重点支援給付金（追加支援）システム

 実施機関の名称 邑楽町長

 個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

福祉介護課社会福祉係

 個人情報ファイルの利用目的 物価・賃金・生活総合対策として、電力・ガス・食

料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計

への影響が大きい住民税非課税世帯等に対し、臨時

的な措置として追加実施する、邑楽町電力・ガス・

食料品等価格高騰重点支援給付金（追加支援）を支

給する為。

 記録項目 １行政区、２住所、３氏名、４カナ氏名、５続柄、

６生年月日、７口座

 記録範囲 令和５年12月１日基準日において、町の住民基本台

帳に記録されている者であり、世帯全員が、地方税

法の規定による令和５年度分の市町村民税の均等割

が課されていない者又は免除された者。更に、家計

が急変し、同一の世帯に属する者全員が市町村民税

が非課税である世帯と同様の事情にあると認められ

た世帯。

 記録情報の収集方法 住民基本台帳システム、個人住民税システム、価格

高騰重点支援給付金システム、電力・ガス・食料品

等価格高騰重点支援給付金（家計急変世帯分）申請

書（請求書）の提出

 要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

☐含む　R含まない

 記録情報の経常的提供先 ☐有（　　　　　　　　　　　　）　R無

 開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

(名　称)邑楽町役場福祉介護課社会福祉係

 (所在地)〒370-0692 

　　　　群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1

 訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等
－

 個人情報ファイルの種別 R法第60条第２項第１号 

電算処理ファイル)

☐法第60条第２項第２号 

(マニュアル処理ファイ

ル)  政令第21条第７項に該当

するファイル 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 　☐有　R無

 行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨

－

 行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地

－

 行政機関等匿名加工情報の概要 －

 作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地

－

 作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間

－

 備　　　考 －



別記様式第１号 

個人情報ファイル簿 

 個人情報ファイルの名称 障害福祉システム

 実施機関の名称 邑楽町長

 個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

福祉介護課障害福祉係

 個人情報ファイルの利用目的 身体障害者台帳等の管理及び各種福祉サービスにか

かる資格認定等の基礎データの取扱い

 記録項目 １住所、２氏名、３生年月日、４電話番号、５身体

障害者手帳交付（再交付）申請日、６身体障害者手

帳交付（再交付）日、７身体障害者手帳番号、８身

体障害者手帳種別・等級、９身体障害者手帳の障害

の原因・内容、10療育手帳交付（再交付）申請日　

11療育手帳交付（再交付）日、12療育手帳番号、13

療育手帳種別・判定・判定年月日・次期判定年月、

14療育手帳所持者の保護者名、15自立支援医療の認

定期間・医療保険の種類と番号・自己負担額、16補

装具（修理・交付）の申請日・種類・修理部位・処

方内容・判定日・判定結果・自己負担額、17日常生

活用具の申請日・種類・自己負担額、18障害福祉サ

ービスの受給期間・種類・自己負担額・区分認定結

果、19対象者、配偶者及び扶養親族の町・県民税課

税状況・所得税額

 記録範囲 邑楽町に住民票がある者、町外の施設に入所し邑楽

町で資格を管理している者で、身体・療育・精神の

各手帳の申請した者もしくは障害福祉サービスを申

請した者

 記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム、聞き取り調査、他課

からの情報など

 要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

R含む　☐含まない

 記録情報の経常的提供先 R有（国民健康保険団体連合会）　☐無

 開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

(名　称)邑楽町役場福祉介護課

 (所在地)〒370-0692 

群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570-1

 訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等
－



 

 

 個人情報ファイルの種別 R法第60条第２項第１号 

電算処理ファイル)

☐法第60条第２項第２号 

(マニュアル処理ファイ

ル)  政令第21条第７項に該当

するファイル 

　R有　☐無

 行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨

－

 行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地

－

 行政機関等匿名加工情報の概要 －

 作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地

－

 作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間

－

 備　　　考



別記様式第１号 

個人情報ファイル簿 

 個人情報ファイルの名称 介護保険システム

 実施機関の名称 邑楽町長

 個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

福祉介護課介護保険係

 個人情報ファイルの利用目的 介護保険に関する資格給付、賦課徴収及び認定事務

を行うため

 記録項目 １被保険者番号、２氏名、３性別、４生年月日、５

年齢、６住所、７電話番号、８世帯コード　９住民

コード、10行政区、11住民種別、12申請情報、13意

見書情報、14認定情報、15保険給付明細（サービス

提供月、サービス種類、サービス提供事業者、サー

ビス費用額、保険給付額、自己負担額）、16介護保

険自己負担割合、17介護保険賦課徴収情報（保険

料、所得段階、納付状況等）、18銀行口座、19住民

税情報、20施設入退所、21生活保護情報、22居宅サ

ービス計画事業所

 記録範囲 邑楽町に住民票がある者、町外の施設に入所し邑楽

町で資格を管理している者

 記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム、介護認定審査会シス

テム、公用請求による官公署等

 要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

R含む　☐含まない

 記録情報の経常的提供先 R有（国民健康保険団体連合会）　☐無

 開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

(名　称)邑楽町役場福祉介護課

 (所在地)〒370-0692 

群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570-1

 訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等
－

 個人情報ファイルの種別 R法第60条第２項第１号 

電算処理ファイル)

☐法第60条第２項第２号 

(マニュアル処理ファイ

ル)  政令第21条第７項に該当

するファイル 

　R有　☐無

 行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

－



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 る旨

 行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地

－

 行政機関等匿名加工情報の概要 －

 作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地

－

 作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間

－

 備　　　考



別記様式第１号 

個人情報ファイル簿 

 個人情報ファイルの名称 介護認定審査会システム

 実施機関の名称 邑楽町長

 個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

福祉介護課介護保険係

 個人情報ファイルの利用目的 介護申請者の要介護（支援）認定審査に必要な情報

を管理する。

 記録項目 　１被保険者番号、２宛名コード、３氏名、４生年月

日、５性別、６電話番号、７住民区分、８郵便番

号、９住所、10 申請情報、11 認定情報、12 認定調

査情報、13 意見書情報

 記録範囲 介護保険申請をした者

 記録情報の収集方法 介護保険システム、介護保険申請者からの申請書の

提出

 要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

R含む　☐含まない

 記録情報の経常的提供先 R有（館林市外五町介護認定審査会）　☐無

 開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

(名　称)邑楽町役場福祉介護課

 (所在地)〒370-0692 

群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570-1

 訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等
－

 個人情報ファイルの種別 R法第60条第２項第１号 

電算処理ファイル)

☐法第60条第２項第２号 

(マニュアル処理ファイ

ル)  政令第21条第７項に該当

するファイル 

　R有　☐無

 行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨

－

 行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地

－

 行政機関等匿名加工情報の概要 －

 作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

－



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 称及び所在地

 作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間

－

 備　　　考



別記様式第１号 

個人情報ファイル簿 

 個人情報ファイルの名称 介護保険申請者台帳

 実施機関の名称 邑楽町長

 個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

福祉介護課介護保険係

 個人情報ファイルの利用目的 介護申請のあった被保険者の要介護（支援）認定に

必要な情報を管理する。

 記録項目 １被保険者番号、２氏名、３生年月日、４性別、 

５住所、６電話番号、７申請日、８要介護度、９認

定期間、10居宅計画サービス事業所、11認定調査情

報、12意見書情報、13申請情報、14認定情報

 記録範囲 介護保険申請書を提出した者

 記録情報の収集方法 介護保険システム、介護保険申請者からの申請書の

提出

 要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

R含む　☐含まない

 記録情報の経常的提供先 ☐有（　　　　　　　　　　）　R無

 開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

(名　称)邑楽町役場福祉介護課

 (所在地)〒370-0692 

群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570-1

 訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等
－

 個人情報ファイルの種別 ☐法第60条第２項第１号 

電算処理ファイル)

R法第60条第２項第２号 

(マニュアル処理ファイ

ル)  政令第21条第７項に該当

するファイル 

　☐有　☐無

 行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨

－

 行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地

－

 行政機関等匿名加工情報の概要 －

 作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地

－



 作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間

－

 備　　　考


